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N2000505

領 収 書 (寄附金受領証明書)
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住 所 イう日承柏三千株果殉猿象十も♭73

祐¬果,し スァTゝ ソニ■
氏 名  ハ■ ,■ 水 給足

¥ 夕7チ 32-

本会が行う社会福祉事業のための寄附金として、上記の金額を領収 (受領)いた しました。

平成  年  月  日

祗蜃rf見集進曇層
会 長  良 永 爾 太 良確蛤 薫轟融

4鋼

●法人税法第37条第 4項該当

●所得税法第78条第 2項第 3号該当

●この寄附金を寄附金税額控除の控除対象寄附金として条例で指定している地方団体に本書

発行年の翌年 1月 1日 現在お住まいの方は、お住まいの市町村へ (所得税の寄附金控除の

適用を受けるために確定申告書を提出される方は税務署へ)申告することにより、住民税

の寄附金税額控除の適用を受けられます。

(注 1)所得税の寄附金控除及び住民税の寄附金税額控除の双方の適用を受けようとする場合

は、所得税の確定申告が必要です。確定申告書に本証明書を添付 し、所轄の税務署ヘ

確定申告書を提出してください。

(注 2)所得税の確定申告書を提出しない給与所得者又は年金所得者で、住民税の寄附金税額

控除の適用のみを受けようとする場合は、「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除

申告書」に必要事項を記入のうえ、寄附金を支払った年の翌年 1月 1日 現在お住まい

の市町村へ提出してください。
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